
長い間お疲れ様でした。セカンドライフをゆとりあるものにするために・・・

退職金専用定期貯金

お取扱い期間：2025年10月1日～2026年3月31日

組合員の方

2037年12月31までの間にお受取りになる貯金利息等には「復興特別所得税」が課税されますので

20,315%(国税15,315%・地方税5%)の源泉分離課税が適用されます。

ご利用いただける方● 退職金受取日から1年以内にお預けされる個人の方

※ ご本人名義のお取扱いとさせていただきます。

※お申し込み時に「退職所得の源泉徴収票」「退職金振込通帳」等

退職金額を確認できる書類の写しをいただきます。

対象商品・預入金額● スーパー定期・1口100万円以上1,000万円未満（口数制限なし）

大口定期貯金・1,000万円以上

※但し、退職金額が上限となります。

預 入 期 間 ● 1年（満期後自動継続）※特別金利は初回までとし、自動継続以降は継続日における店頭金利を適用します。

そ の 他 ●◎既に当ＪＡにお預けいただいている定期貯金からのお預け替えはできません。

●◎商品内容については、お取扱期間中であっても今後の金融情勢等により変更

となる場合や取り扱いを中止する場合があります。

◎満期前に中途解約された場合には、解約時の当ＪＡ所定の中途解約利率を適用します。

組合員以外の方

（税引前）

（税引前）


